
第13章 木造住宅密集地域等における安全な市街地の形成

１ 新宿区
２ 文京区
３ 台東区
４ 墨田区
５ 江東区
６ 品川区
７ 目黒区
８ 大田区
９ 世田谷区
10 渋谷区
11 中野区
12 杉並区
13 豊島区
14 北区
15 荒川区
16 板橋区
17 練馬区
18 足立区
19 葛飾区
20 江戸川区
21 八王子市
22 立川市
23 武蔵野市
24 三鷹市
25 青梅市
26 府中市

27 昭島市
28 調布市
29 町田市
30 小金井市
31 小平市
32 日野市
33 東村山市
34 国分寺市
35 国立市
36 狛江市
37 東大和市
38 清瀬市
39 東久留米市
40 武蔵村山市
41 西東京市



整備計画

(1)木造住宅密集地域

(3)不燃化の状況や住宅の密集が木造住宅密集地域と
同等である地域

(2)農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域

第13章 木造住宅密集地域等における安全な市街地の形成

本章では、木造住宅密集地域など、以下の３地域における安全な市街地の形成を

目的として、地域の特性、今後の展望やそれに応じた防災性の維持・向上に資する

取組について記載します。

そのうち、地域の特性に応じ、敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた

防火規制の導入といった規制誘導策の活用により、防災性の維持・向上を図るもの

については、その取組状況を進捗に応じて【実施中】、【予定】、【調査・検討】

に区分して示します。以下の３地域に該当する町丁目を有する区市における取組状

況はP.580からP699のとおりです。

なお、ここで示す規制誘導策については、３地域以外の取組も原則的に表示して

います。

地区計画等による敷地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火規制等に

より、敷地の細分化防止や建築物の不燃化を促進します。

地域の状況や今後の展望に応じて、営農を継続し農地を保全するための生産緑地

地区及び特定生産緑地の指定を促進します。また、農地がやむを得ず宅地化される

場合に備え、必要に応じて、地区計画の策定や防火規制の導入等を促進します。

木造住宅密集地域としては抽出されませんが、補正不燃領域率や住宅戸数密度

が木造住宅密集地域と同等である地域※が存在します。

※ 木造住宅密集地域の指標のうち、老朽木造建築物棟数率を除いた、補正不

燃領域率や住宅戸数密度が木造住宅密集地域と同等である地域

以下の全てに該当する町丁目。ただし、木造住宅密集地域に該当する町丁目を

除く。

(a) 補正不燃領域率＜60％

(b) 住宅戸数密度≧55世帯/ha

(c) 住宅戸数密度（３階以上共同住宅を除く。）≧45世帯/ha

これらの地域の中には、不燃領域率の低さや、建替えが進んでも不燃化が進ま

ないなどにより、防災性の向上が必要な地域が存在します。

そのため、これらの地域の状況により必要に応じ、地区計画等による敷地面積

の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火規制等を行うことにより、敷地の細

分化防止や建築物の不燃化を促進します。

注 令和８年４月１日時点での記載としています。

町丁目行政界については、平成27年1月1日時点での記載としています。

本章の表や図面に記載する、防火や敷地面積の最低限度に関する規制等については、当該規制等により、

その範囲、内容等が詳細に条件づけられ、表示しきれない場合があるため、当該規制等を含む全体の範囲

や代表的な内容を示しています。詳細につきましては、各自治体にご確認ください。

東京都建築安全条例（昭和25年東京都条例第89号）第７条の３第１項の規定に基づく新たな防火規制区

域については、以下「新防火区域」と表記します。
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図13-1 木造住宅密集地域等

(過年度分を含む)


